
▽
対
象
　
市
内
在
住
で
、
平
成
30
年

　
４
月
か
ら
新
規
に
保
育
施
設
の
入

　
所
を
希
望
す
る
方

▽
申
込
書
配
布
　
11
月
１
日
㈬
か
ら

　
保
育
課
、
五
日
市
出
張
所
、
市
内

　
各
保
育
所
、
小
規
模
保
育
施
設
、

　
認
定
こ
ど
も
園
で
配
布
し
ま
す
。

▽
申
込
み
期
間
　
11
月
13
日
㈪
〜
12

　
月
１
日
㈮
　
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
︵
11
月
29
日
㈬
は
保
育
課

　
の
み
午
後
８
時
ま
で
受
付
︶

※
平
成
29
年
度
分
を
申
し
込
み
さ
れ

　
た
方
で
、
平
成
30
年
度
も
選
考
を

　
希
望
す
る
場
合
、
申
し
込
み
が
必

　
要
で
す
。

※
定
員
に
満
た
な
い
保
育
施
設
は
、

　
２
次
募
集
︵
平
成
30
年
１
月
15
日

　
㈪
〜
31
日
㈬
︶
を
行
い
ま
す
。

　
年
末
調
整
は
、
給
与
所
得
者
の
年

税
額
の
確
定
と
毎
月
徴
収
し
た
税
額

を
精
算
す
る
大
事
な
手
続
き
で
す
。

給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
年
末
調
整

に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時
　
11
月
８
日
㈬
　
午
後
１
時

　
30
分
〜
４
時
︵
午
後
１
時
か
ら
受

　
付
開
始
︶

▽
場
所
　
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
ル

　
ピ
ア
ホ
ー
ル

▽
そ
の
他
　
説
明
会
に
車
で
来
場
さ

　
れ
る
方
は
﹁
も
く
せ
い
駐
車
場
﹂

　
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
青
梅
税
務
署
法
人
課
税

　
第
１
部
門
・
管
理
運
営
部
門
︵
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８
５
︶
、

　
課
税
課
市
民
税
係
︵
直
通
５
５
８

　
・
１
６
８
２
︶

※
市
外
の
保
育
施
設
を
希
望
す
る
方

　
は
、
保
育
施
設
の
あ
る
市
区
町
村

　
に
条
件
や
締
切
日
な
ど
を
確
認

　
し
、
締
切
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

　
あ
き
る
野
市
保
育
課
に
申
し
込
ん

　
で
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
保
育
施
設
を
利
用
中
で

　
４
月
以
降
も
利
用
を
希
望
す
る
方

　●

市
内
の
保
育
施
設
…
11
月
下
旬
か

　
ら
保
育
施
設
で
配
布
す
る
﹁
現
況

　
届
﹂
を
12
月
22
日
㈮
ま
で
に
保
育

　
施
設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　●

市
外
の
保
育
施
設
…
10
月
下
旬
か

　
ら
送
付
す
る
﹁
現
況
届
﹂
を
、
12

　
月
１
日
㈮
ま
で
に
保
育
課
に
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
外
に
住
所
の
あ
る
方
で
、
あ
き

　
る
野
市
の
保
育
施
設
を
希
望
す
る

　
方
は
、
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
の

　
で
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
の
保

　
育
担
当
部
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
保
育
課
保
育

　
係
、
五
日
市
出
張
所
︵
申
込
み
の

　
み
︶

　
不
法
投
棄
は
、
﹁
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
﹂
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
違
反
す
る
と
、
５

年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
発
見
し
た
場
合
や
不

法
投
棄
を
行
っ
て
い
る
現
場
を
目
撃

し
た
際
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
に
情

報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
不
法
投
棄

さ
れ
た
廃
棄
物
は
、
土
地
の
所
有
者

や
管
理
者
の
責
任
で
処
分
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
草
の
繁
茂
や
ご
み
が

散
乱
し
て
い
る
場
所
な
ど
は
、
不
法

投
棄
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
草

を
定
期
的
に
刈
り
取
り
、
柵
や
ネ
ッ

ト
を
設
置
す
る
な
ど
不
法
投
棄
の
防

止
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。
市
で
は
、

不
法
投
棄
防
止
看
板
を
配
布
し
て
い

　
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
や
洗
面
所
か

ら
出
る
汚
水
を
浄
化
し
、
き
れ
い
な

水
を
放
流
す
る
た
め
の
施
設
で
す

が
、
適
正
に
維
持
管
理
が
行
わ
れ
な

い
と
、
悪
臭
や
水
質
汚
濁
の
原
因
と

な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
浄
化
槽
法
で

は
﹁
浄
化
槽
の
設
置
者
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
３
つ
の
法
的
義
務
﹂

を
次
の
と
お
り
定
め
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検
…
都
に
登
録
し
た
専
門

　
業
者
が
定
期
的
に
実
施
す
る
点
検

　
作
業

②
清
掃
…
市
町
村
の
許
可
を
受
け
た

　
業
者
が
実
施
す
る
浄
化
槽
の
清
掃

　
作
業

③
法
定
検
査
…
知
事
が
指
定
し
た
機

　
関
が
実
施
す
る
、
①
と
②
の
実
施

　
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
検
査

※
年
１
回
、
清
掃
料
金
の
一
部
を
市

　
が
負
担
し
ま
す
。

※
下
水
道
接
続
な
ど
で
浄
化
槽
の
使

　
市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
生
活
雑
排
水

と
し
尿
を
併
せ
て
浄
化
処
理
が
で
き

る
、
い
わ
ば
小
型
の
下
水
処
理
場
と

い
え
る
も
の
で
す
。
設
置
す
る
こ
と

ま
す
。
希
望
の
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係

　
市
で
は
、
指
定
期
間
が
満
了
す
る

施
設
の
新
た
な
指
定
管
理
者
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
内
容
な
ど

　●

施
設
名
…
秋
川
体
育
館
、
中
央
公

　
民
館
︵
二
宮
６
８
３
︶

　●

応
募
資
格
…
体
育
施
設
、
公
民
館

　
の
管
理
運
営
を
安
全
か
つ
円
滑
に

　
行
え
る
法
人
・
団
体

　●

指
定
期
間
…
平
成
30
年
４
月
１
日

　
〜
平
成
35
年
３
月
31
日

▽
現
地
説
明
会
　
11
月
７
日
㈫
　
午

　
前
９
時
30
分
〜

　●

場
所
…
中
央
公
民
館
︵
応
募
予

　
定
団
体
は
、
11
月
２
日
㈭
ま
で
に

で
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る
と
と

も
に
、
河
川
な
ど
の
水
環
境
を
保
全

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
現

在
使
用
し
て
い
る
単
独
浄
化
槽
を
合

併
処
理
浄
化
槽
に
取
り
替
え
る
際
に

は
、
そ
の
撤
去
費
用
の
一
部
も
補
助

し
て
い
ま
す
。

※
予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
で
す
。

▽
対
象
地
域
　
下
水
道
法
事
業
計
画

　
に
定
め
る
予
定
処
理
区
域
外
の
地

　
域

▽
対
象
と
な
る
建
物
　
専
用
住
宅

　
︵
主
に
居
住
の
用
に
供
す
る
建

　
物
︶
か
併
用
住
宅
︵
延
べ
床
面
積

　
の
２
分
の
１
以
上
を
居
住
の
用
に

　
供
す
る
建
物
︶

▽
対
象
と
な
る
方
　
対
象
と
な
る
建

　
物
を
自
ら
の
居
住
の
用
に
供
す
る

　
方

▽
対
象
浄
化
槽
機
種
　
国
の
認
定
を

　
﹁
体
育
施
設
及
び
公
民
館
指
定
管

　
理
者
募
集
説
明
会
参
加
申
込
書
﹂

　
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︶

▽
応
募
書
類
の
配
布
　
10
月
24
日
㈫

　
〜
11
月
20
日
㈪

※
書
類
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法
　
11
月
15
日
㈬
か
ら

　
12
月
１
日
㈮
︵
必
着
︶
ま
で
に
、

　
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

　
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
ス
ポ
ー
ツ
推

　
進
課
［
☎
５
５
８
・
１
２
６
２
　

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
︵
正
午
〜

　
午
後
１
時
を
除
く
︶
、
　
５
５
８

　
・
１
１
１
９
］

　
受
け
、
窒
素
を
除
去
で
き
る
高
度

　
処
理
型
合
併
浄
化
槽

▽
補
助
金
額
　
浄
化
槽
の
大
き
さ
に

　
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　●

５
人
槽
…
44
万
４
千
円

　●

６
〜
７
人
槽
…
48
万
６
千
円

　●

８
〜
10
人
槽
…
57
万
6
千
円

　●

11
〜
20
人
槽
…
１
０
９
万
２
千
円

　●

21
〜
30
人
槽
…
１
８
６
万
円

　●

31
〜
50
人
槽
…
２
４
９
万
６
千
円

　●

単
独
浄
化
槽
撤
去
…
９
万
円

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
生
活
環
境
課

　
生
活
環
境
係

▽
申
込
要
領
配
布
日
時
な
ど
　
10
月

　
16
日
㈪
〜
平
成
30
年
３
月
30
日
㈮

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
︵
正
午
〜

　
午
後
１
時
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
︶

▽
場
所
　
契
約
管
財
課

▽
申
込
み
方
法
　
提
出
書
類
［
市
有

　
地
売
払
い
申
込
書
、
宣
誓
書
、
住

　
民
票
︵
法
人
の
場
合
は
、
履
歴
事

　
項
全
部
証
明
書
か
登
記
簿
謄
本
、

　
発
行
か
ら
３
か
月
以
内
の
も
の
︶
］

▽
そ
の
他
　
詳
し
く
は
、
申
込
要
領

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
契
約
管
財
課
契
約
管
財

　
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
３
９
０
︶

　
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
入
力
が
で
き
る

程
度
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
無
料
で
簡

単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
作
成
で
き
ま

す
。

▽
日
時
　
11
月
16
日
㈭
　
午
後
２
時

　
30
分
〜
４
時

▽
場
所
　
B
i
＠
S
t
a
ス
モ
ー
ル

　
オ
フ
ィ
ス
︵
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
２

　
階
︶

▽
講
師
　
藤
田
尚
美
︵
B
i
＠
S
t

　
a
相
談
員
、
中
小
企
業
診
断
士
︶

▽
定
員
　
５
人
︵
申
込
み
順
︶

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
あ
き
る
野
創

　
業
・
就
労
・
事
業
承
継
支
援
ス
テ

　
ー
シ
ョ
ン
B
i
＠
S
t
a
［
☎
５

　
１
８
・
７
７
７
８
　
午
前
10
時
〜

　
午
後
７
時
︵
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
︶
］
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平
成
30
年
度
の
保
育
施
設
入
所
申
込
み
受
付
が
始
ま
り
ま
す

給
与
支
払
者
対
象
の

　
　
年
末
調
整
等
説
明
会

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
!

浄
化
槽
を

　
　
お
使
い
の
み
な
さ
ま
へ

体
育
施
設
、
公
民
館
の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

先
着
順
で

　
　
市
有
地
を
売
却
し
ま
す

第
７
回
創
業
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

　
「
お
金
を
か
け
ず
に
始
め
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
講
座
」

　
用
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
30
日
以

　
内
に
届
出
が
必
要
で
す
。

▽
問
合
せ
　
多
摩
環
境
事
務
所
廃
棄

　
物
対
策
課
浄
化
槽
担
当
︵
☎
５
２

　
８
・
２
６
９
２
︶
、
生
活
環
境
課

　
生
活
環
境
係

※1　現況測量地積　　※2　土地区画整理事業換地処分地積　　※3　確定測量地積

草花字森山下タ

3681番

舘谷台31番

舘谷台32番

所在地番

1

物件

番号

草花字下折立

1867番1

8,570

千円

12,600

千円

79,630

千円
3

2

宅地

（宅地）

宅地

（宅地）

宅地

（宅地）

宅地

（宅地）

地目

（公簿）

第二種中高層住居専用地域

建ぺい率： 60％

容積率：150％

近隣商業地域

建ぺい率： 80％

容積率：300％

用途地域

建ぺい率

容積率

指定のない区域

（市街化調整区域：既存宅地）

建ぺい率： 40％

容積率： 80％

169.95㎡

※1

（169.49㎡）

25.82㎡

※2

（25.82㎡）

83.81㎡

※2

（83.81㎡）

地積

（公簿）

売却

価格

1914.27㎡

※3

（1914.27㎡）

ビ
　
ス
　
タ

FAX


